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○災害救助法（抄） （昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）

最終改正：平成 22 年 12 月３日法律第六五 65 号

   第１章 総則 

〔この法律の目的〕 

第１条  この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、

応急的に、必要な救助を行い、災害にかかつた者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。 

〔救助の対象〕 

第２条  この法律による救助（以下「救助」という。）は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市

町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法 （昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項 の指定都市にあ

つては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。）内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする

者に対して、これを行なう。 

   第２章 救助 

〔救助に関する都道府県知事の義務〕 

第 22 条  都道府県知事は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並び

に労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 

〔救助の種類〕 

第 23 条  救助の種類は、次のとおりとする。 

一 収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与 

六  災害にかかつた住宅の応急修理 

２ 救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者

（埋葬については埋葬を行う者）に対し、金銭を支給してこれをなすことができる。 

３  救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 

〔市町村長が行う事務〕 

第 30 条  都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その

権限に属する救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

２  前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか、市町村長は、都道府県知事が行う救助を補助するものと

する。 

〔市町村長が行う事務〕 

第 32 条    （略） 

第 32 条の２  第２条、第 23 条第２項、第 24 条第１項及び第２項、同条第４項において準用する第 23 条の２第２

項、第 24 条第５項、第 25 条、第 26 条第１項、同条第２項において準用する第 23 条の２第２項及び第３項、第

27 条第１項から第３項まで、第 28 条、第 29 条、第 30 条第１項並びに第 31 条の規定により都道府県が処理す

ることとされている事務は、地方自治法第２条第９項第１号 に規定する第１号 法定受託事務とする。 

２  第 30 条第２項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第２条第９項第１号 に規

定する第１号 法定受託事務とする。 

＜関係制度概要＞ 
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  第３章 費用 

〔費用の支弁区分〕 

第 33 条  第 23 条の規定による救助に要する費用（救助の事務を行うのに必要な費用を含む。）は、救助の行わ

れた地の都道府県が、これを支弁する。 

〔費用の求償〕 

第 35 条  都道府県は、他の都道府県において行われた救助につきなした応援のため支弁した費用について、救

助の行われた地の都道府県に対して、求償することができる。 

〔国庫の負担〕 

第 36 条  国庫は、都道府県が第 33 条の規定により支弁した費用及び第 34 条の規定による補償に要した費用

（前条の規定により求償することができるものを除く。）並びに前条の規定による求償に対する支払に要した費

用の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、地方税法 （昭和 25 年法律第 226 号）

に定める当該都道府県の普通税（法定外普通税を除く。以下同じ。）について同法第１条第１項第５号 にいう

標準税率（標準税率の定めのない地方税については、同法 に定める税率とする。）をもつて算定した当該年度

の収入見込額（以下この条において「収入見込額」という。）の 100 分の２以下であるときにあつては当該合計

額についてその 100 分の 50 を負担するものとし、収入見込額の 100 分の２をこえるときにあつては左の区分に

従つて負担するものとする。この場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法 （昭和 25

年法律第 211 号）第 14 条 の定めるところによるものとする。 

一 収入見込額の 100 分の２以下の部分については、その額の 100 分の 50 

二 収入見込額の 100 分の２をこえ、100 分の４以下の部分については、その額の 100 分の 80 

三 収入見込額の 100 分の４をこえる部分については、その額の 100 分の 90 
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○災害救助法施行令（抄） （昭和 22 年 10 月 30 日政令第 225 号）

最終改正：平成 23 年７月６日政令第 212 号

 

〔災害の範囲〕 

第１条  災害救助法 （昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。）第２条 に規定する政令で定める程度の災害

は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 

一 当該市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域（地方自治法 （昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第

１項 の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。以下同じ。）内の人口に応じそ

れぞれ別表第１に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。 

二 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞ

れ別表第２に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であつて、当該市町村の区域内の人口に応じそ

れぞれ別表第３に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。 

三  当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞ

れ別表第４に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したもので

ある等災害にかかつた者の救護を著しく困難とする厚生労働省令で定める特別の事情がある場合であつ

て、多数の世帯の住家が滅失したこと。 

四 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であつて、厚生労働省令で定め

る基準に該当すること。 

２  前項第１号から第３号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たつては、住家が半壊し又は半

焼する等著しく損傷した世帯は２世帯をもつて、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住するこ

とができない状態となつた世帯は３世帯をもつて、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。 

〔救助の種類〕 

第８条  法第 23 条第１項第 10 号 に規定する救助の種類は、次のとおりとする。 

二  災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの

の除去 

〔救助の程度・方法・期間〕 

第９条  救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、厚生労働大臣が定める基準に従

い、あらかじめ、都道府県知事が、これを定める。 

２  前項の厚生労働大臣が定める基準によつては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、厚

生労働大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

〔実費弁償〕 

第 11 条  法第 24 条第５項 の規定による実費弁償に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める基準に従い、

あらかじめ、都道府県知事が、これを定める。 

〔市町村長が行う事務の通知〕 

第 23 条  都道府県知事は、法第 30 条第１項 の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部

を市町村長が行うこととするときは、市町村長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間

を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行

わなければならない。 

２   （略） 
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３  法第 30 条第１項 の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととし

た場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として

市町村長に適用があるものとする。 

〔事務の区分〕 

第 24 条  第９条、第 11 条、第 14 条第２項第２号及び第３号並びに前条の規定により都道府県が処理することと

されている事務は、地方自治法第２条第９項第１号 に規定する第１号 法定受託事務とする。 

 

 

別表第１（第１条関係）     （略）  

別表第２（第１条関係）     （略）  

別表第３（第１条関係）     （略）  

別表第４（第１条関係）     （略）  
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○災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（抄） 

(平成十二年三月三十一日)

(厚生省告示第百四十四号)

改正 平成二十四年四月六日 厚生労働省告示第三百二十四号

災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第九条第一項及び第十一条の規定に

基づき、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準を次のとおり定め、平

成十二年四月一日から適用する。 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 

第一章 救助の程度、方法及び期間 

(救助の程度、方法及び期間) 

第一条 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「令」という。)第九条第一項

の規定による救助の程度、方法及び期間の基準は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八

号。以下「法」という。)第二十三条第一項各号に掲げる救助の種類ごとに、本章の定めるところに

よる。 

(収容施設の供与) 

第二条 法第二十三条第一項第一号の収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与は、次の各号に掲

げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 

二 応急仮設住宅 

イ 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得る

ことができないものを収容するものであること。 

ロ 一戸当たりの規模は、二十九・七平方メートルを標準とし、その設置のため支出できる費用

は、二百四十万千円以内とすること。 

ハ 応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は、

居住者の集会等に利用するための施設を設置できることとし、一施設当たりの規模及びその

設置のために支出できる費用は、ロにかかわらず、別に定めるところによること。 

ニ 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって日常の生活

上特別な配慮を要する複数のものを収容する施設(以下「福祉仮設住宅」という。)を応急仮設

住宅として設置できること。 

ホ 応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室の借上げを実施し、これらに収容することが

できること。 

ヘ 災害発生の日から二十日以内に着工し、速やかに設置しなければならないこと。 

ト 応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法(昭和二十五年法律第二百一

号)第八十五条第三項又は第四項に規定する期限までとすること。 

(災害にかかった住宅の応急修理) 

第七条 法第二十三条第一項第六号の災害にかかった住宅の応急修理は、次の各号に定めるとこ

ろにより行うこととする。 
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一 災害のため住家が半壊若しくは半焼し、自らの資力では応急修理をすることができない者又は

大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して行う

ものであること。 

二 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、そ

の修理のために支出できる費用は、一世帯当たり五十二万円以内とすること。 

三 住宅の応急修理は、災害発生の日から一月以内に完了すること。 
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○災害救助法による救助の実施について（抄） 

(昭和 40 年 5 月 11 日)

(社施第 99 号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

今般「災害救助費の国庫負担について」(昭和 40 年 5 月 11 日厚生省社第 163 号厚生事務次官

通知。以下「交付要綱」という。)が通知されたところであるが、災害救助法による救助の実施について

は、法令及び交付要綱によるほか次の要領によって取り扱い、円滑な救助の実施について遺憾のな

いようにされたく通知する。 

 

第 1 災害救助法による救助の実施の要件に関する事項 

災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。)第 2 条及び災害救助法施行令(昭和 22 年政令第 225

号。以下「令」という。)第 1 条に定める救助の実施要件については次の点に留意すること。 

1 災害の認定    略 

2 被害の認定 

被害の認定は、法の適用の判断の基礎資料となるのみならず、救助の実施にあたり、その種類並びに程

度、方法及び期間の決定にも重大な影響を及ぼすものであることから、特に次の点に留意のうえ、迅速かつ

適正に行わなければならないこと。 

(1) 住家及び世帯の単位 

ア 住家 

現実に居住するために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問わないこと。 

イ 世帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいうものであること。 

(2) 被害の認定基準 

ア 住家の被害 

(ア) 住家が滅失したもの(以下「全壊、全焼又は流失」という。) 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼

失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的

には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70％以上に達した程

度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住

家の損害割合が 50％以上に達した程度のものとすること。 

(イ) 住家の半壊、半焼する等著しく損傷したもの(以下「半壊、又は半焼」という)。 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、

補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の

20％以上 70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のものとすること。 

(ウ) 住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったもの(以下
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「床上浸水」という。) 

(ア)及び(イ)に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度のもの、又は土砂、

竹木等のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものとすること。 

イ 人的被害  略 

第 2 情報提供に関する事項   略 

第 3 市町村長に対する救助の委任  略 

第 4 救助の応援に関する事項  略 

第 5 救助の程度、方法及び期間に関する事項 

救助の程度、方法及び期間については、令第 9 条第 1 項の規定に基づき、災害救助法による救助の程度、方

法及び期間並びに実費弁償の基準(平成 12 年 3 月 31 日厚生省告示第 144 号。以下「告示」という。)に従い都道

府県知事が定めているところであるが、その実施にあたっては、次の点に留意されたいこと。 

1 救助の実施時期      略 

2 救助の種類別留意事項 

(1) 収容施設の供与 

イ 応急仮設住宅 

(ア) 告示に定める規模及び設置のため支出できる費用は、1 戸当たりの平均を示したものであること。し

たがって、家族構成、被災者の心身の状況、立地条件等を勘案し、広さ、間取り及び仕様の異なるも

の、共同生活の可能なもの、並びに 1 戸建て又は共同住宅形式のものなど、多様なタイプのものを供

与してさしつかえないこと。 

(イ) 応急仮設住宅設置のために支出できる費用には、原材料費、労務費、附帯工事費、輸送費及び建

築事務費等一切の経費を含むものであり、高齢者、障害者等の日常の生活上特別な配慮をした構

造・設備とするための費用、暑さ寒さ対策のための断熱材の費用、敷地内の建物に附帯する屋内・外

の各種設備の整備費用が含まれていること。 

(ウ) 建築工事関係者を法第 24 条の規定による従事命令によって従事させた場合においては、これら従

事者の実費弁償の額について限度額に含まれるものであること。 

(エ) 応急仮設住宅の建設用地は、公有地等を予定していることから、応急仮設住宅設置のために支出

できる費用には、土地の借料は含まれないこと。 

(オ) 「福祉仮設住宅」は、被災の規模及び程度、被災者のうちの高齢者、障害者等の数並びに施設入

所等の状況を勘案し、必要な設置戸数を定め、高齢者、障害者等の利用しやすい設備及び構造に配

慮して設置すること。 

(5) 住宅の応急修理 

ア 住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費、輸送費及び修理事務費等一切の経費

を含むものであること。従って、大工、左官等の工事関係者を法第 24 条の規定による従事命令によって

従事させた場合においては、これら従業者の実費弁償の額については、限度額に含まれるものであるこ

と。 

イ 同一住家(1 戸)に 2 以上の世帯が居住している場合における住宅の応急修理は、1 世帯当たりの限度

額の範囲内とすること。 

3 費用に関する事項      略 

第 10 救助事務の処理に必要な帳簿書式に関する事項 
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救助事務の処理に必要な帳簿書式は、次に定めるところによること。 

3 応急仮設住宅台帳 (様式 8) 

11 住宅応急修理記録簿 (様式 16) 

第 11       略 

様式１から 27     略 
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○大規模災害における応急救助の指針について（抄） 

(平成 9 年 6 月 30 日)

(社援保第 122 号)

(各都道府県災害救助法主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)

 

今般、別添のとおり大規模災害における応急救助の指針を定めたので、災害救助法(昭和 22 年法律第 118

号)に基づく今後の応急救助については本指針に基づき実施するとともに、管下市町村、関係機関等への周知

方取り図られたい。 

(別添) 

大規模災害における応急救助の指針 

はじめに 

平成7年1月の阪神・淡路大震災は、災害救助法に基づく応急救助のあり方について数多くの教訓を残した。

本指針はこの教訓を踏まえ、平成 9 年 6 月に大規模災害における応急救助を迅速かつ的確に実施する上で必

要な事項をとりまとめたところであるが、その後、調査研究結果等を踏まえ平成 14 年に改正が行われ、今般、さ

らに新潟県中越地震及び近年の災害における応急救助の対応を踏まえ、新たに改正を行ったものである。 

今後、各都道府県におかれては、本指針に基づき、地域の実情に即した実施体制を整備するとともに、災害

が発生した場合には迅速かつ的確な救助の実施に努められたい。 

なお、本指針は、主として大規模な地震災害を念頭にとりまとめたものであるが、災害の規模や態様は千差

万別であることから、災害発生時には、本指針に基づきつつも、臨機応変な対応が必要であることを念のため申

し添える。 

 

第 1 応急救助の実施体制の整備 

1 人的体制の整備       略 

2 応援体制の整備 

(1) 災害援助協定の締結 

ア あらかじめ他の都道府県と救助の応援に関する協定を締結しておくこと。 

イ 食料、生活必需品の調達、応急仮設住宅の建設、応急修理の実施等事業者の協力を得ることが必要

な救助については、あらかじめ事業者団体等と物資供給等に関して協定を締結しておくこと。 

また、高齢者、障害者等の救助に当たり特別の配慮を要する者(以下、「要援護者」という。)に必要な

生活必需品等の調達に係る協定も締結しておくこと。 

ウ・エ      略 

 

第 2 応急救助の実施 

1 避難所の設置       

 (14) 避難所の早期解消 

ア 避難所の設置は応急的なものであることから、避難所とした施設が本来の施設機能を回復できるよ

う、できるだけ早期解消を図ること。 
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イ 学校を避難所とした場合には、特に教育機能の早期回復を図ること。 

ウ 避難所の早期解消を円滑に進めるため、住宅の応急修理の実施、迅速な応急仮設住宅の設置又は

民間賃貸住宅の借り上げを行うこと。 

エ 半壊した住宅については、居住を続けながら本格補修へとつなぐことができるよう、住宅の応急修理

制度の活用を図るなどし、住宅の残存部分の活用が可能となるよう配慮すること。 

2 応急仮設住宅の供与 

(1) 建設用地の選定 

ア あらかじめ応急仮設住宅の建設用地を量的に選定・確保し、候補地リストを作成しておくこと。 

また、事業者等と協力し事前点検を行い、土地の状況、周囲の環境等を把握しておくこと。 

イ 応急仮設住宅の建設用地の選定に当たっては、原則として、①公有地、②国有地、③企業等の民有

地の順に選定すること。 

ウ 応急仮設住宅の建設用地は、企業等の民有地についても、公租公課等の免除を前提とし、原則とし

て無償で提供を受けられる土地とすること。 

(2) 立地条件の配慮 

建設用地の選定に当たっては、上下水道、ガス、電気等の生活関連設備の整備状況、医療機関、学校、

商店、交通、地域的なつながり、騒音、防火等の面を総合的に考慮し、できるかぎり住宅地として立地条件

の適した場所に建設すること。 

(3) 利用関係の明確化 

建設用地の選定に際しては、当該用地の所有者と設置期間や費用負担のあり方等、用地の利用関係に

ついてあらかじめ協定を結ぶ等、明確にしておくこと。 

(4) 建設事業者団体等との協定 

応急仮設住宅を迅速に設置することができるよう、あらかじめ建設事業者団体等と応急仮設住宅の建設

及び建設資材の提供等に関する協定を締結しておくこと。 

(5) 応急仮設住宅の建設計画の策定 

応急仮設住宅を計画的に建設するため、災害によって住家を滅失した被災者の住宅需要を可及的速や

かに把握し、応急仮設住宅の全体の建設計画を策定すること。 

(6) 必要戸数の供給 

ア 災害が発生した場合には、建設事業者団体等の協力を得て、速やかに必要な応急仮設住宅を建設

すること。 

イ 大規模な応急仮設住宅の建設に当たっては、完成までに時間を要するため、ライフラインの施工業者

と連携を図り、小規模単位での完成・引渡しを行い、入居時期を早めることを検討すること。 

ウ 避難所の生活が相当に長期化しているにもかかわらず応急仮設住宅の建設が著しく遅れる等のや

むを得ない事情のある場合には、公営住宅の一時使用、民間賃貸住宅の借り上げ等により実施する

こと。 

そのため、これら住宅が災害発生時に優先的に確保できるよう、あらかじめ関係団体等と協議、協

定を行うことにより、円滑な実施を図ること。 

(7) 市町村間の広域調整 

応急仮設住宅の建設に当たっては、規格、規模、構造、単価等の面で市町村間で格差が生じないよう、

広域的な調整を行うこと。 
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(8) 住宅の仕様 

要援護者の利用に配慮した住宅の仕様はだれにとっても利用しやすいことから、通常の応急仮設住宅

にあっても物理的障壁の除去された(バリアフリー)仕様とすること。 

(9) 個別の需要に応じた多様なタイプの住宅の提供 

ア 個々の身体状況や生活様式、単身や多人数世帯等の世帯構成等、様々な世帯の入居に対応できる

よう、多様なタイプの応急仮設住宅を提供すること。 

また、災害直後の心理的なケアを考慮し、デザイン、色彩等を工夫することにより、快適な生活環境

を造ることも検討すること。 

イ 多くの応急仮設住宅を設置する場合は、安全性及び迅速性が要求されるため、同一敷地内に同一規

格のものを機械的に設置しがちであるが、設置後の街並みや地域社会づくりにも配慮し、安全性及び

迅速性を損ねない範囲内で、設置位置を工夫し、異なるタイプのものを組み合わせるなどの方法も検

討すること。 

ウ 市街地等で十分な建設用地が得られない場合には、省スペース化を図るため、炊事場、トイレ、風呂

等を共用するタイプの設置も検討すること。 

(10) 入居決定のあり方 

ア 応急仮設住宅への入居決定は、個々の世帯の必要度に応じて決定されるべきであることから抽選等

により行わないこと。ただし、入居の順番又は希望する応急仮設住宅への割り当て等については必ず

しもこの限りでないこと。 

イ 入居決定に当たっては、要援護者を優先することはやむを得ないが、応急仮設住宅での生活が長期

化することも想定し、要援護者が集中しないよう配慮すること。 

なお、従前地区のコミュニティを維持することも必要であり、単一世帯ごとではなく、従前地区の数

世帯単位での入居方法も検討すること。 

ウ 入居者に対し、応急仮設住宅は一時的に居住の場を提供するためのものであり、一定の期間が経過

した後は撤去されるべき性格のものであることを十分説明し理解を得ておくこと。 

(11) 地域社会づくり 

ア 応急仮設住宅入居者が地域内で孤立しないよう、周辺住民との交流等が図られるよう配慮すること。 

イ 大規模な応急仮設住宅団地を設置した場合には、団地内の地域社会づくりを進めるために自治会な

どの育成を図ること。 

ウ 応急仮設住宅における生活の長期化が想定される場合には、一定戸数以上の住宅においては、自

治会活動などの地域社会づくりの拠点としての集会施設を設置すること。 

エ 集会施設は住民による自主的運営を原則とし、各種行事等のために活用されるものであるが、行政、

その他による生活支援情報や保健・福祉サービス等を提供する場所としても活用すること。 

また、各種の情報入手が可能となるよう、必要に応じ情報通信機器の配備等を図ること。 

オ 高齢者や単身入居者等の孤立しがちな者に対しては、自治会を中心に、民生委やボランティア等の

連携体制(ネットワーク)による見守り活動が行われるよう配慮すること。 

(12) 一般対策の充実 

ア 関係市町村と連携を密にし、応急仮設住宅入居者に対して、保健・医療・福祉、住宅・就職相談等、各

種行政サービスを提供すること。 

イ 行政サービスの提供に当たっては、関係者が相互に連絡を取り合い、必要に応じチーム方式で対応
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するなど、関係部局の連携を図ること。 

ウ 被災者によっては精神的な打撃のため要望が顕在化しない事例も予想されることから、民生委員、保

健師の訪問等により要望の積極的な把握に努めること。 

エ 被災者の心的外傷後ストレス障害(Post Traumatic Stress Disorder,PTSD)に対応するため、中長期的

な精神保健対策を実施すること。 

オ 大規模な応急仮設住宅団地においては、入居者の日常生活の利便性の向上を図るため、必要に応

じて、商業施設の設置、路線バスの増発や新規開設等を行うこと。 

(13) 応急仮設住宅の早期解消 

応急仮設住宅はあくまでも一時的な仮の住まいであり、経過的な状況にあると認識し、次の点に留意の

上、関係部局とも連携を図り、被災者の恒久住宅への移転を推進・支援すること。 

ア 恒久住宅需要の的確な把握 

イ 住宅再建に対する支援策の周知徹底 

ウ 公営住宅等の建設計画や入居条件等の早期提示とその周知 

エ 高齢者等に配慮した公営住宅等の建設、社会福祉施設等への入所等 

オ その他住宅等に関する情報の提供 

(14) 応急仮設住宅設置の手引(マニュアル)の作成 

災害発生時に速やかに応急仮設住宅の設置ができるよう手引(マニュアル)を作成しておくこと。 

6 住宅の応急修理 

応急修理は、日常生活に欠くことができない部分への応急的な対応であり、避難所等への避難を早期に

解消させるため、迅速かつ円滑な応急修理の実施が必要である。 

このため、応急修理の実施期間については、1 月以内に完了することとなっているが、災害の規模や被災

地の実態等により 1 月以上実施に要する場合には、予め、厚生労働省と協議の上、実態等に即した必要な

期間により実施すること。 

 

第 3 応急救助に当たり特別な配慮を要する者への支援 

1 要員の確保 

市町村福祉部局においては、膨大な災害関連業務が発生することが予想されることから、市町村に対し、

救助と併せて、要援護者への支援対策を円滑に実施できる要員体制を確保しておくよう指導すること。 

4 福祉仮設住宅の設置 

要援護者を対象として、必要に応じ、被災前の居住地に比較的近い地域において、保健福祉施策による

生活支援を受けながら生活することができる要援護者向けの福祉仮設住宅を設置すること。 

 

第 4 情報提供 

1 被災者の必要性に即した情報提供 

2 多様な情報提供手段の活用 

3 障害者や外国人への情報提供 

(1) 障害者への情報提供 

 (2) 外国人への情報提供 

4 被災地域外避難者への情報提供 
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第 5 ボランティア活動との連携     略 

第 6・第 7        略 
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○災害救助法による応急仮設住宅の管理及び処分について（抄） 

(昭和四三年六月一日)

(社施第一三一号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

 

標記については、昭和四十年七月一日社施第一二八号本職通知により取り扱つてきたところであるが、今後

次により行なうこととし昭和四十三年六月一日から実施することとしたから了知のうえ実施に遺憾のないようさ

れたい。 

なお、昭和四十年七月一日社施第一二八号本職通知「災害救助法による応急仮設住宅の管理及び処分に

ついて」は、この通知の施行と同時に廃止する。 

 

第一 応急仮設住宅の運営管理 

１ 都道府県知事は、災害救助法による応急仮設住宅(以下「応急仮説住宅」という。)を設置したときは、常に

善良な管理者の注意をもつて運営管理に努めること。 

２ 都道府県知事は、応急仮設住宅の供与を受けている者の実態を把握し、一般住宅への転居をすすめると

ともに特に次の施策の積極的な活用を図るとともに必要な指導を行なうこと。 

(1) 公営住宅法及び日本住宅公団法等による住宅の設置又は優先的入居 

(2) 住宅金融公庫法及び世帯更生資金貸付制度等による住宅資金のあつせん 

(3) 社会福祉施設等への収容 

 

第二 応急仮設住宅の処分 

１ 都道府県知事は、応急仮設住宅を補助事業等により取得した財産の処分制限期間を定める件(昭和四十

一年七月十五日厚生省告示第三百五十号)に定める期間(以下「処分制限期間」という)内に次のいずれか

により処分するときは定められた様式により厚生大臣の承認を受けなければならないこと。 

ただし、昭和四十年三月三十一日以前において国庫補助金の交付を受けて整備したパイプ式組立住宅

資材の取扱いについては、別に定めるところによること。 

(1) 応急仮設住宅を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようと

する場合(別紙様式 1) 

(2) 応急仮設住宅が滅失し、又は著しく破損したため居住に適さなくなつた場合(別紙様式 2) 

２ 都道府県知事は、1 による場合は適正な価格で処分しなければならないこと。 

ただし、次にかかげる場合は、無償又は定額な価格で処分することができること。 

(1) 売却代金よりも売却に要する経費が高い場合 

(2) 災害対策の用に供し、若しくは社会福祉事業の用に供することを目的とする場合 

(3) その他厚生大臣が必要と認めた場合 

 

第三 国庫負担金の対象となつた応急仮設住宅の処分による収入金の取り扱い 

都道府県知事は、第二の 1 により応急仮設住宅を処分した場合において収入金があつたときは、当該処

分にかかる収入金から売却のために要した費用を控除した額に応急仮設住宅を設置した年度の災害救助法
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による救助費の国庫負担率を乗じて得た額を国庫に納付するものとすること。 

 

第四 報告 

都道府県主管部(局)長は、処分制限期間を経過したものについては、その期間経過直後における利用状

況を厚生省社会局施設課長に報告すること。(別紙様式 3) 

この場合、現状のまま住宅として使用することは建築基準法第八十五条の規定に抵触するので特に注意

すること。 

 

別紙様式     （略）  
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別冊資料② 災害時の住まいづくりに関する支援制度の概要 

≪被災者支援に関する各種制度（東日本大震災編，内閣府）≫ 

【出典】「被災者支援に関する各種制度の概要（東日本大震災編）」，内閣府，平成 24年６月 30日現在 

http://www.bousai.go.jp/4fukkyu_fukkou/seido.html 



別－18 



別－19 

 



別－20 

 



別－21 

 



別－22 

 



別－23 

 



別－24 

 



別－25 

 



別－26 

 



別－27 

 



別－28 

 

 

≪東日本大震災における住宅応急修理実施要領（福島県）≫ 

【出典】「平成 23 年東北地方太平洋沖地震における住宅応急修理実施要領」，福島県災害対策本部 

  http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/02_24.6.25juutakuoukyuushuuri.pdf 
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別冊資料③ 災害公営住宅制度の概要 

 

 

 

 

一
般

の
公

営
住

宅
災

害
公

営
住

宅
（

※
法

律
に

よ
り

「
災

害
公

営
住

宅
」

の
名

称
が

規
定

さ
れ

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
こ

と
に

注
意

）

一
般

災
害

激
甚

災
害

東
日

本
大

震
災

福
島

特
措

法

根
拠
と
な
る
法
律

公
営

住
宅

法
公

営
住

宅
法

激
甚

災
害

に
対

処
す

る
た

め
の

特
別

の
財

政
援

助
等

に
関

す
る

法
律

（
激
甚

法
）

東
日

本
大

震
災

復
興

特
別

区
域

法
福

島
復

興
再

生
特

別
措

置
法

指
定
要
件

※
①

ま
た

は
②

①
被

災
地

全
域

で
5
00

戸
以

上
の

住
宅

が
滅

失
し

た
災

害
②

市
町

村
の

区
域

内
で

2
0
0
戸

以
上

又
は

全
住

宅
の

1
割

以
上

が
滅

失
し

た
災

害

被
災

地
全

域
で

概
ね

4
,
00

0
戸

以
上

の
住

宅
が

滅
失

し
た

災
害

等
（

10
0
戸

以
上

又
は

全
住

宅
の

1
割

以
上

が
滅

失
し

た
市

町
村

の
被

災
者

向
け

に
整

備
す

る
場

合
に

適
用

）

（
東

日
本

大
震

災
復

興
特

別
措

置
法

に
定

め
る

特
定

地
方

公
共

団
体

※
：

2
2
2市

町
村

）
※

そ
の

全
部

又
は

一
部

の
区

域
が

東
日

本
大

震
災

に
際

し
災

害
救

助
法

が
適

用
さ

れ
た

同
法

第
2条

に
規

定
す

る
市

町
村

の
区

域
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
区

域
と

し
て

政
令

で
定

め
る

地
方

公
共

団
体

（
岩

手
県

・
宮

城
県

・
福

島
県

の
全

域
を

含
む

）

（
避

難
指

示
区

域
）

※
警

戒
区

域
（

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

ま
た

は
当

該
法

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

災
害

対
策

基
本

法
の

規
定

に
よ

る
警

戒
区

域
）

等

入 居 対 象

入
居
者
資
格

収
入

分
位

5
0
％

を
限

度
に

地
方

公
共

団
体

が
条

例
で

定
め

る
収

入
以

下
の

者
（

本
来

階
層

）
＜

参
酌

基
準

：
収

入
分

位
2
5
%
＞

収
入

分
位

5
0
％

を
限

度
に

地
方

公
共

団
体

が
条

例
で

定
め

る
収

入
以

下
の

者
（

裁
量

階
層

）

災
害

発
生

の
日

か
ら

3
年

間
は

、
当

該
災

害
に

よ
り

滅
失

し
た

住
宅

に
居

住
し

て
い

た
者

に
つ

い
て

収
入

要
件

な
し

（
※

１
）

災
害

発
生

の
日

か
ら

災
害

公
営

住
宅

の
建

設
等

が
完

了
す

る
期

間
（

最
長

1
0年

間
）

は
、

当
該

災
害

に
よ

り
滅

失
し

た
住

宅
に

居
住

し
て

い
た

者
に

つ
い

て
収

入
要

件
な

し

平
成

2
3
年

3
月

1
1
日

時
点

で
避

難
指

示
区

域
に

居
住

し
て

い
た

者

入
居

者
制

限
（
補

助
の

特
例

適
用

時
）

災
害

発
生

の
日

か
ら

3
年

間
は

、
当

該
災

害
に

よ
り

滅
失

し
た

住
宅

に
居

住
し

て
い

た
者

災
害

発
生

の
日

か
ら

3
年

間
は

、
当

該
災

害
に

よ
り

滅
失

し
た

住
宅

に
居

住
し

て
い

た
者

災
害

発
生

の
日

か
ら

3
年

間
は

、
当

該
災

害
に

よ
り

滅
失

し
た

住
宅

に
居

住
し

て
い

た
者

平
成

2
6
年

3
月

1
0
日

ま
で

は
、

避
難

指
示

区
域

に
居

住
し

て
い

た
者

整
備
戸
数
の
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限

滅
失

戸
数

の
3
割

滅
失

戸
数

の
5
割

滅
失
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数
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割

な
し
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整 備

建
設
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買
取
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：

概
ね
4
5
%

地
方

：
概
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5
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：
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※
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設
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象
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概
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概
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：
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：
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成
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２
）
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設

国
：

7/
1
2

地
方

：
1/

1
2（

※
２
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3
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※

２
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※
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％
）
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）
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１
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措

置
法

（
平

成
7年

法
律

第
1

4号
）
第

21
条
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限
る
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）

※
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東
日
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災
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象
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な

る
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方
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追
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営
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宅
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害
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営
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宅
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般
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害
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甚
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害
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日
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大

震
災
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島

特
措

法
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要
件
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用
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限
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1
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4
を
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過
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別
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事
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あ
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合
（

当
該
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営

住
宅
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が
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合
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に
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渡
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を
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に
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繕
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措
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等

）
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、
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営
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要
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東
日

本
大

震
災

に
よ

る
被

災
者

向
け

の
住

宅
の

供
給

を
強

力
に

促
進

す
る

た
め

、
災

害
公

営
住

宅
の

家
賃

低
廉

化
に

係
る

地
方

公
共

団
体

の
負

担
を

軽
減

す
る

支
援

策
の

充
実

を
図

る
。

災
害

公
営

住
宅

の
家

賃
低

廉
化

支
援

被
災

者
が

災
害

公
営

住
宅

に
入

居
す

る
場

合
、

入
居

者
の

家
賃

負
担

を
軽

減
す

る
た

め
、

地
方

公
共

団
体

に
よ

る
家

賃
の

低
廉

化
に

対
し

て
、

国
が

支
援

を
行

う
。

対
象

住
宅

：
収

入
15

.8
万

円
（所

得
層

25
%）

以
下

の
被

災
者

が
入

居
し

て
い

る
災

害
公

営
住

宅

対
象

額
：

近
傍

同
種

家
賃

と
入

居
者

負
担

基
準

額
の

差
額

補
助

率
：

1
～

5
年

目
国

3
/
4
・
地

方
1
/
4

6
～

2
0
年

目
国

2
/
3
・
地

方
1
/
3

東
日

本
大

震
災

の
被

災
者

の
う

ち
、

特
に

低
所

得
な

入
居

者
の

家
賃

負
担

に
つ

い
て

、
①

か
ら

更
に

軽
減

す
る

た
め

、
地

方
公

共
団

体
に

よ
る

特
別

な
家

賃
の

低
減

事
業

に
対

し
て

、
国

が
支

援
を

行
う

。

対
象

住
宅

：
収

入
８

万
円

以
下

の
被

災
者

が
入

居
し

て
い

る
災

害
公

営
住

宅

対
象

額
：

入
居

者
負

担
基

準
額
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特

定
入

居
者

負
担

基
準

額
の

差
額

（
6
～

1
0

年
目

ま
で

は
、
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階
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に

近
傍

同
種

家
賃
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引
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上

げ
る
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過

期
間

）

補
助

率
：

1
/2

①
災

害
公

営
住
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賃
低

廉
化

事
業
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）

②
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災
特

別
家

賃
低
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事

業
（
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設

）
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4
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2 3 4 5 
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) 
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) 

近
傍

同
種

家
賃

 

【収
入

】 

（所
得
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別冊資料④ 東日本大震災の被害と対応概要（国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜東日本大震災における対応状況＞ 

圧死・損傷死・
その他 4.4%

不詳
2.0%

焼死1.1%

溺死
92.4%

焼死
12.8%

不詳
3.9%

建物倒壊による頭部

損傷、内臓損傷、頸部損傷、
窒息・外傷性ショック等

83.3%

住家全潰
10.5%

工場等の被害 1.4%

火災
87.1%

流失埋没 1.0%

東日本大震災

約９割が津波により死亡

阪神・淡路大震災

約８割が建物倒壊により死亡

関東大震災

約９割が火災により死亡

死者 15,856名
行方不明者 3,084名

(H24.4.4現在)

(H23.4.11現在)

（出典）内閣府「平成23年版防災白書」

死者 6,434名
行方不明者 3名

（出典）「神戸市内における検死統計（兵庫県監察医、
平成7年）」

（出典）日本地震工学会「『日本地震工学会論文集
vol.4Sept, 2004』関東地震（1923年9月1日）による
被害要因別死者数の推定、諸井孝文、武村雅之」

死者・行方不明
105,385名

3

発生日時：平成23年3月11日(金)14:46

震源：三陸沖（牡鹿半島の東南東130km)、深さ14km

規模：マグニチュード9.0
※1900年以降に発生した地震では世界で4番目の規模

最大震度：震度７
※阪神・淡路大震災、新潟県中越地震に続き、３度目

人的被害：死者 15,856名、行方不明者 3,084名
負傷者 6,025名 （H24.4.4現在）

建物被害：全壊 129,489戸、半壊 255,625戸、
一部損壊701,918戸 （H24.4.4現在）

津波被害：6県62市町村に渡り、浸水面積535k㎡
※山手線内側の面積の約8.5倍

東日本大震災

上：宮城県名取市
右下：宮城県気仙沼市

2

被害概要
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仮設期の住まい

計 岩手県 宮城県 福島県 ３県以外

(916地区)
53,169戸

(319地区)
13,984戸

(406地区)
22,095戸

(183地区)
16,775戸

(8地区)
315戸

入居 48,702戸（H24.9.3現在 厚労省）

5

◆応急仮設住宅の建設状況（ H24.9.3現在 国交省）

◆民間賃貸住宅の借上げ（みなし仮設）の入居状況（ H24.9.3現在 厚労省）

計 岩手県 宮城県 福島県 ３県以外

63,379戸 3,461戸 22,432戸 24,967戸 315戸

公営住宅等＊ うち公営住宅等 うちＵＲ賃貸住宅

19,429戸 約8,９00戸 約9７0戸

◆公営住宅等＊の入居状況（ H24.9.3現在 復興庁・国交省）

＊公営住宅、UR賃貸住宅、雇用促進住宅、国家公務員宿舎等の合計は復興庁(H24.9.3)

発災【1/17】

避難所

仮設住宅
着工[1/20(3日目)]
入居[2/2(14日目)]

仮設住宅の入居者ゼロ
［H12年1月（5年後）］

仮設住宅全戸完成（48,300戸）
[H7年 8/11（約７ヶ月後）]

避難者数ピーク：316,678人
[1/23（6日目）]

避難所廃止
（⇒待機所・旧避難所として一部継続）

[Ｈ７年 9/30（約８.5ヶ月後）]

復興計画

阪神・淡路復興計画策定
[H7年 7/31（約６.5ヶ月後）]

ひょうご住宅復興3カ年計画策定
[H7年 8/17（７ヶ月後）]

ひょうご住宅復興3カ年計画策定(改訂）
[H8年８月 (1年７ヶ月後)]

災害復興公営住宅の着工
[3/27（約2ヶ月後）]

災害復興公
営住宅

災害復興公営住宅の完成
［H８年2月(約１年後)］

H7 H８
（１年）

H9
（２年）

H10
（３年）

災害復興公営住宅全て完成
（25,421戸）

[Ｈ12年11月（5年10ヶ月後）]

ひょうご住宅復興
3カ年計画(案）策定
[3/9（約2ヶ月後）]

災害復興公営住宅完成戸数
平成８年末（2年後）：1,152戸
平成9年末（3年後）：9,476戸

仮設住宅の入居戸数ピーク：46,617戸
[Ｈ7年 11月（約10ヶ月後）]

民間賃貸住宅等の借り上げ募集
（139戸，期限６ヵ月＋６ヵ月延長）

[～H7年3月下旬]

待機所廃止
[Ｈ９年 ３月（約２年２ヶ月後）]

公団住宅等の借り上げ募集（6,108戸）
[H7年10月～（９ヶ月後～）]

学校等の旧避難所の廃止
［H10年12月（約４年後）］

7

阪神淡路大震災における復興プロセス
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≪東日本大震災における市町村別被害状況及び応急仮設住宅戸数（岩手・宮城・福島）≫ 

県 市町村名 

全壊 

住家数※1

(棟) 

半壊 

住家数※1

(棟) 

建設仮設※2 
民賃 

仮設※3 

公的賃貸※3 

地区数

（地区）

戸数

（戸） 
県営住宅 

市町村

営住宅

雇用促

進住宅

岩 
 

手 
 

県 

陸前高田市 3,159 182 53 2,168 125 2 - 48

釜石市 2,957 695 50 3,164 428 33 3 229

大船渡市 3,629 不明 39 1,811 592 3 7 116

宮古市 2,677 1,328 62 2,010 585 30 10 59

久慈市 65 213 2 15 48 - 3 10

遠野市 - 4 1 40 - - - -

大槌町 3,092 625 48 2,146 129 - - 6

山田町 2,762 405 49 1,990 308 - 4 -

岩泉町 177 23 3 143 17 - - -

洋野町 10 16 1 5 0 - 3 -

田野畑村 225 45 3 186 24 - 6 -

野田村 311 168 5 213 88 - - 3

住田町 - - 3 93 - - - -

計 19,064 3,704 319 13,984 2,344 68 23 471

【資料】 

※１：「東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について」第 146 報，総務省消防庁，平成 24 年９月 11 日現在 

※２：「応急仮設住宅着工・完成状況（平成 25 年１月４日 10 時 00 分現在）」，国土交通省住宅局 

※３：「東日本大震災津波対応の活動記録」，岩手県県土整備部建築住宅課，平成 23 年 12 月 1 日内容更新 

公的賃貸住宅の対象は市町村営住宅、県営住宅、国家公務員宿舎、雇用促進住宅 

県 市町村名 

全壊 

住家数※1

(棟) 

半壊 

住家数※1

(棟) 

建設仮設※2 
民賃 

仮設※3 

公的 

賃貸※4 
地区数

（地区）

戸数

（戸） 

宮 
 

城 
 

県 

仙台市 29,912 108,542 19 1,523 8,745 801 

石巻市 22,357 11,021 131 7,297 4,361 - 

塩竈市 655 3,188 7 206 499 - 

気仙沼市 8,483 2,568 93 3,504 1,335 - 

名取市 2,801 1,129 8 910 844 - 

多賀城市 1,746 3,730 6 373 1,072 - 

岩沼市 736 1,606 3 384 559 - 

東松島市 5,504 5,561 25 1,753 897 - 

亘理町 2,540 1,199 5 1,126 243 - 

山元町 2,217 1,085 11 1,030 77 - 

七ヶ浜町 675 648 7 421 85 - 

女川町 2,924 347 30 1,294 55 - 

大郷町 50 274 1 15 10 - 

美里町 129 627 2 64 95 - 

南三陸町 3,142 174 58 2,195 51 - 

計 83,871 141,699 406 22,095 18,928 - 

【資料】 

※１：「東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について」第 146 報，総務省消防庁，平成 24 年９月 11 日現在 

※２：「応急仮設住宅着工・完成状況（平成 25 年１月４日 10 時 00 分現在）」，国土交通省住宅局 

※３：「応急仮設住宅（民間賃貸借上住宅分）物件所在市町村別入居状況」，宮城県保健福祉部震災援護室， 

平成 24 年 12 月 28 日現在 

※４（仙台市のみ）：「仙台市公的賃貸住宅入居者数」，仙台市資料，平成 24 年３月 30 日現在 

対象は市営住宅、県営住宅、ＵＲ住宅･ＪＲ･ＮＴＴ社宅 
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県 市町村名 
全壊住家数※1

(棟) 

半壊住家数※1

(棟) 

建設仮設※2 

地区数（地区） 戸数（戸） 

福 
 

島 
 

県 

福島市 204 3,981 14 1,382

二本松市 11 458 11 1,069

伊達市 25 215 1 126

本宮市 13 117 7 
475

（▲54）

国見町 191 565 4 100

桑折町 49 170 1 300

川俣町 28 25 4 230

大玉村 2 10 1 
648

（▲230）

郡山市 2,432 21,202 7 1,282

須賀川市 1,249 3,502 4 177

田村市 19 191 5 410

鏡石町 172 766 4 100

白河市 240 1,796 4 260

矢吹町 289 1,567 3 85

西郷村 92 298 1 42

会津若松市 4 59 12 
884

（▲59）

会津美里町   2 1 259

猪苗代町 18 63 1 10

相馬市 1,002 804 13 1,500

南相馬市 5,517 1,402 28 
2,853
［188］

広野町 不明 不明 2 46

川内村 7 395 2 50

新地町 439 138 8 573

三春町 31 180 15 770

いわき市 7,873 32,303 33 
3,512
［140］

計 19,907 70,209 186 
8,771

（▲343）

注：福島県において、応急仮設住宅の移築が行われる場合には、移築元における移築により撤去する戸数を（ ）内書きで記載し、

移築先における着工戸数、完成戸数を［ ］内書きで記載している。 

 

【資料】 

※１：「東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について」第 146 報，総務省消防庁，平成 24 年９月 11 日現在 

※２：「応急仮設住宅着工・完成状況（平成 25 年１月４日 10 時 00 分現在）」，国土交通省住宅局 
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別冊資料⑤ 東日本大震災における応急仮設住宅の運用通知等 

≪国土交通省及び厚生労働省関係通知の例≫（国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課） 

17

被災者の住宅確保関係

○東北地方太平洋沖地震に係る被災者の住宅確保対策等について（協力要請） (3/15）
国交省建設流通施策審議官 ⇒ 全国宅地建物取引業協会連合会ほか関係6団体宛て
①地公体との協定に基づく民賃への円滑な入居確保、②近隣県会員各社と連携した民賃の情

報提供・無報酬での斡旋仲介、③管理物件の早期点検及び復旧に向けた相談・調整

○応急仮設住宅の建設用地の選定について (4/7)
国交省住宅局住宅生産課長 ⇒ 岩手県・宮城県・福島県応急仮設住宅担当部長宛て
農業振興地域制度・農地転用許可制度上の国・知事の許可を要しないこと、及び都計法に基

づく開発許可を要しない旨を伝え、応急仮設住宅用地選定の円滑化をお願い

○応急仮設住宅の入居者選定について (4/11)
国交省住宅局住宅生産課長 ⇒ 岩手県・宮城県・福島県・栃木県・千葉県・長野県応急仮設

住宅担当部長宛て
従前のコミュニティ維持への配慮のため、単純な抽選でなく地域の実情にあった選定方法を検

討の上、被災者の方々が安心して入居できる居住環境整備を進めるようお願い

○応急仮設住宅と仮設施設との整備の調整について (6/24)
厚労省社会援護局総務課長・中小企業庁長官官房参事官・国土交通省住宅局住宅生産課長 ⇒

岩手県・宮城県・福島県応急仮設住宅担当部長ほか関係2部長

応急仮設住宅と仮設施設（店舗・事務所・工場等）の近接整備の調整に関するお願い
（岩手県宮古市の【グリーンピア三陸みやこ】の事例を紹介）

（参考）国土交通省関係通知の例

18

（参考）厚生労働省関係通知の例（建設仮設関係）

○着工期間は災害発生から20日以内とされているが、被害状況を鑑み、この期間を超えても出来
るだけ早く着工すれば差し支えない (3/19）

○住家に直接被害が無くても、長期にわたり自らの住家に居住できない場合、応急仮設住宅の提
供可能 (4/4)

○用地確保困難な場合、土地の借料も通常の範囲内で災害救助法の国庫負担対象 (4/15）
○応急仮設住宅をグループホーム等に係る共同住居として活用する場合、立地や居室等の設備

基準について一定の弾力的運用が可能 (4/27）
○建設用地における造成費及び原状回復経費について、必要・合理的な範囲内で災害救助法の

国庫負担対象 (5/6）
○県外など遠方の応急仮設住宅一時入居者が希望すれば、県がやむをえないと認める場合には、

地元の応急仮設住宅への入居を認めることが可能 (5/18）

追加工事等の国庫負担対象

主な建設仮設関係通知

○簡易スロープ、簡易舗装化、断熱材の追加、日よけ、風除室、二重ガラス化（6/21）
○緑のカーテン（7/14）
○すきま風防止シート、居室に畳設置、エアコン追加、トイレ暖房便座、配管凍結防止等（9/28）
○石油ストーブ・ファンヒーター（10/7）、
○消火器、AED（集会場・談話室）（10/26）
○風呂の追い炊き機能、家具収納物置（H24/4/7）
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【参考】「厚生労働省から発出した通知等（分野別）」，厚生労働省 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000178dn.html 
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（参考）厚生労働省関係通知の例（民賃仮設関係）

○応急仮設住宅設置に代えて、民間賃貸住宅の借り上げも可能 (3/12）
○公的宿泊施設・民間旅館・ホテルを借上げて避難所として活用も可能 (3/19）
○民間賃貸住宅、空き家借り上げによる、応急仮設住宅の設置も差し支えない（岩手・宮城県内陸

地震の際は月額6万円／戸を参考例示） (3/19)
○発災以降に被災者名義で契約したものも、その契約時以降、県名義の契約に置き換えた場合、

災害救助法の国庫負担対象 (4/30）
○民賃の家賃について、地域の実情・家族構成員数・要介護者有無等を勘案し、県における柔軟

な対応を要請（岩手・宮城県内陸地震の際は月額6万円／戸を参考例示） (5/24)
○民賃家賃は月額6万円を絶対的な「上減額」として運用するのではなく、被災世帯の個別の事情

等に応じて幅を持たせた柔軟な運用を要請 (7/15）

主な民賃仮設関係通知

付帯設備の国庫負担対象

○必要最小限の付帯設備（エアコン・ガスコンロ・照明器具・給湯器・カーテン）の設置費用を家賃
等の中に上乗せすることが可能 （5/30）

○上記の対応が困難で、住宅の所有者・管理者に対して設置費用を支出した場合、国庫負担の
対象 （5/30）
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≪応設仮設住宅の建設用地の選定について≫ 

（平成 23年４月７日／国土交通省住宅局住宅生産課長通知） 
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≪応設仮設住宅の入居者選定について≫ 

（平成 23年４月 11日／国土交通省住宅局住宅生産課長通知） 
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≪応設仮設住宅と仮設施設との整備の調整について≫ 

（平成 23年６月 24日 

／厚生労働省社会援護局総務課長･中小企業庁長官官房参事官･国土交通省住宅局住宅生産課長通知） 
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別冊資料⑥ 応急仮設住宅の立地場所、応急仮設住宅建設候補地一覧（宮古市） 

 

 

＜東日本大震災における対応事例＞ 
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別冊資料⑦ 応急仮設住宅位置図、仮設住宅建設・入居状況一覧（釜石市） 
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別冊資料⑧ 東日本大震災における建設仮設の仕様例（岩手県） 

【出典】「第１回中部ブロック災害時住宅支援に係る連絡調整会議 岩手県課長講演参考資料」， 

国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課
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別冊資料⑨ 建設仮設の事業者公募の概要（福島県） 

１．応急仮設住宅（建設仮設）の建設の経緯 

3 月 15 日 福島県の当面の建設仮設の建設要請戸数 14,000 戸に対し、概ね 2ヶ月でプレハブ建築協

会の供給能力が 3 万戸（各県平均で 1 万戸）程度であることが判明 

3 月 20 日 福島県独自の発注方法の検討を決定 

・プレハブ建築協会の供給量の補完、建築・配置計画面での問題 

4 月 11 日 建設仮設事業候補者の公募を開始（4月 18 日まで） 

・募集戸数：400 戸、標準単価：600 万円/29.7 ㎡ 

・県内事業者を対象。27事業者から 16,226 戸の応募 

4 月 14 日 「計画的避難区域」等の設定方針やその後の住宅被害状況の把握を踏まえ、建設仮設の供

給目標戸数を 24,000 戸（10,000 戸増）とすることを公表 

4 月 22 日 事業候補者及び供給依頼予定戸数を決定 

・12 業者、4,000 戸（木造 3,500 戸、鉄骨造 500 戸） 

・木造 2,780 戸、木造丸太組 500 戸、木造パネル 220 戸 

・鉄骨造ユニット 150 戸、鉄骨造プレハブ 350 戸 

5 月 30 日 建設仮設地域における高齢者等サポート拠点設置に向けた県内事業者の公募（6 月 10 日

まで） 

・200 戸程度の建設仮設団地、10数カ所設置 

・県内事業者に対して公募。36 事業者から応募 

6 月 22 日 建設仮設地域高齢者等サポート拠点建設事業候補者を決定 

・8事業者を選定 

7 月 12 日 建設仮設の供給促進に向けた県内事業者の公募（2 次募集）を開始（7 月 19 日まで） 

・募集戸数：1,000 戸、標準単価：560 万円/29.7 ㎡ 

・県内事業者を対象。36事業者から 13,620 戸の応募 

7 月 15 日 県内外の避難住民の意向や民間住宅借上げ（特例措置）の大幅な伸びを受け、建設仮設

の供給目標戸数を 16,000 戸（8,000 戸減）とすることを公表（9月末までに公表） 

7 月 26 日 事業候補者及び供給依頼予定戸数を決定 

・15 事業者、2,000 戸（全て木造） 

・審査委員会の時点で、需要増が見込まれたことから、選考の対象となる募集戸数総数

を約 2,000 戸に増大 

２．福島県応急仮設住宅（建設仮設）建設事業候補者の公募 

（１）応募要件 

①建設仮設の供給能力（100 戸以上）を有していること 

②一定期間内に現地で建築を完成させ入居者に供給できる能力があること 

③県内に本店のある建設事業者又は共同企業体・団体であること（団体等の場合、定款・協定書

があること） 

④過去 3 年の間に、年 20 戸以上の戸建住宅又は共同住宅の供給実績があること（団体等の場合

は 30戸以上） 等 

（２）選定の条件 

①県の定める標準仕様に合致していること 

②主たる供給タイプ（29.7 ㎡タイプ）の販売契約価格の上限は、 

・販売契約価格：上限 600 万円 

・リース契約価格（2年間）：上限 520 万円であること③県内企業の活用に十分配慮すること（二

次以下の下請けも含む） 

④工事の作業員等については、震災被災者の雇用に十分が配慮すること 

⑤県産材の活用について十分配慮すること 

⑥維持管理体制が整備されていること 
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 （３）選定の方法 

以下の視点から、評価項目ごとに評価点を設定し、応募内容について総合的に審査し、優れた提

案を行った者を建設事業候補者として選定する。 

①確実な供給能力と体制（13点） 

・建設仮設の供給戸数が満足しているか（5点） 

・早期に建設仮設の供給能力があるか（5 点） 

・広域で建設仮設の供給が可能か（3 点） 

②適正な販売契約価格又はリース契約価格（3 点） 

・価格内容が適正であり、要領で示している価格との比較で満足しているか 

③供給住宅の性能及び品質（14 点） 

・供給するタイプの型数は豊富か（3 点） 

・供給する住宅の構造は地域・地球環境へ配慮しているか（5 点） 

・再利用できるようになっているか（3点） 

・その他性能及び品質に配慮されている事項があるか（3 点） 

④県内企業の活用状況（20 点） 

・県内企業を十分に活用しているか（10 点） 

・主な構造部材の調達先について県内企業を活用しているか（10 点） 

⑤震災被災者の雇用状況（10点） 

・建設仮設の整備にあたり、震災被災者等の雇用について十分に配慮されているか 

⑥県産材の活用状況（10点） 

・県産材を十分に活用しているか 

⑦モデル団地提案書における配慮事項（30点） 

・住戸配置（配置計画）が適切となっているか（5 点） 

・浄化槽・受水槽が適切に設置されているか（5点） 

・高齢者や障がい者に配慮され、介護等がしやすくなっているか（5点） 

・団地内コミュニティが形成しやすい環境設定となっているか（5 点） 

・その他配慮された付属施設があるか（5 点） 

・独創的な提案があるか（5 点） 

＜参考＞ 3 県における地元建設事業者の公募の扱い（概要） 

 福島県 岩手県 宮城県 

応募 

要件 

・県内に本店のある建設事業者

であること（下請け工事も県内

企業の活用に十分配慮するこ

と、工事作業員は被災者の雇用

に十分配慮すること） 

・県産材の利用について十分配

慮すること 

建設を行う事業者

は、県内に本店又は

営業所を有する事業

者であること。 

建設を行う事業者は、県内に本店

又は営業所を有する事業者であ

ること。 

採用 

提案 

の扱 

い 

審査会で採択決定した事例に

対し、県（又は委託した市町村）

が発注を行う 

審査会で採択決定し

た事例に対し、県（又

は委託した市町村）

が発注を行う 

提案内容を整理したリストを作

成。リスト掲載は県の発注を約束

しない。委託した市町村にリスト

を提示し、市町村が仮設住宅の発

注に際し、リストをもとに提案内

容を総合的に検討し、採用を含め

判断する。 

実績 約 6,000 戸 

（木造：約 5,500 戸） 

約 2,352 戸 

（木造：約 1,948 戸） 

約 523 戸 

（木造：約 140 戸） 
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別冊資料⑩ 平田第６団地のコミュニティケア型仮設住宅（釜石市） 

【出典】東京大学高齢社会総合研究機構，http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/shinsai/shinsai.html 
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別冊資料⑪ 穀町団地のコミュニティケア型仮設住宅（遠野市） 
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別冊資料⑫ 入居の手引きの事例（陸前高田市） 
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別冊資料⑬ 入居者のしおりの事例（仙台市） 
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別冊資料⑭ 災害復興公営住宅・住宅再建被災者支援ガイドブック（釜石市） 
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別冊資料⑮ 静岡県の木造応急仮設住宅の建設に向けた検討（案） 

静岡県の木造応急仮設住宅の建設に向けた検討(案) 

１．木造応急仮設住宅の検討の目的 

  ○本県では、災害時の応急仮設住宅の建設について社団法人プレハブ建築協会と協力協定を締

結済みであり、鉄骨造の応急仮設住宅を建設することとしている。 

  ○東日本大震災において被災した岩手県等では、鉄骨造の他に木造の応急仮設住宅を建設した。

これは、早急に応急仮設住宅を建設するための方策であるとともに、地元の建設業者を活用

して雇用を創出することによる復興支援の効果もあった。さらに、それらの木造応急仮設住

宅の中には、入居者のコミュニティに配慮したプランの住宅も建設された。 

  ○このような状況を勘案して、本県では東海地震等が発生した場合に速やかに応急仮設住宅を

建設する方策として、プレハブ(鉄骨造)の応急仮設住宅だけでなく、木造の応急仮設住宅を

建設することとし、その検討を行う。 

  ○また、木造の応急仮設住宅としては、通常のタイプのほか、中長期間使用するタイプや入居

者のコミュニティ形成に配慮したタイプの標準設計を作成する。さらに、木造の応急仮設住

宅の供与期間終了後、恒久的な住宅として利用することも検討する。 

  ○これらの検討結果を元に、災害時における木造応急仮設住宅の(公募)発注の事前準備を進め

る。 

 

 (参考)本県の応急仮設住宅の供給手法(建設型＋借上型) 

構造 事業者 事業者選定根拠 住宅のタイプ 特徴 

鉄
骨
造

(社)プレハブ建築協会 協定締結 
規格部会 

及び住宅部会

○短期間に大量建設可能 

○リースと買取の 2タイプ 

木
造(

新
規) 

静岡県木造応急仮設住宅

建設協議会(仮称) 

協定締結 

(H25 年 3月に 

協定締結予定) 静岡県提案型

○鉄骨造より建設に時間を要する。 

○一般住宅に近い仕様であり、中長期間

使用可能である。 

 ・ 5 年程度使用可能(基礎：木杭) 

 ・10 年以上使用可能(基礎：RC) 

  長期間使用可能な敷地に建設 

○県産材を活用する。 

○災害時の地元経済活性化に効果有 

○コミュニティに配慮した住戸建設 

 (高齢者や障害者等ケアが必要となる

入居者に対応したタイプ) 

 

※応急仮設期間終了後に改修して引き

続き活用することを検討(恒久住宅

等) 

その他の県内工務店等 公募 

応急仮設住宅供給(建設型) 

＋ 

応急仮設住宅供給(借上型) 

 

＜その他＞ 
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２ 木造応急仮設住宅の標準設計の検討 

 (1)木造応急仮設住宅の仕様【別添１】 

  ・東日本大震災で建設された応急仮設住宅(追加工事を含む。)を参考にして仕様を検討。 

 

 (2)木造応急仮設住宅の標準設計【別添２】 

  ・普通型、デッキ有型の平面図 ・矩計図 ・デッキ有型イメージパース 

  ・2 戸 1 改修による恒久住宅化 

  ・応急仮設住宅の登録敷地における木造応急仮設住宅建設のケーススタディ 

 

 (3)住棟、住戸計画の概要 

  ア 被害状況による供給する住戸タイプ 

    標準設計は、津波による被害を想定した応急仮設住宅の建設について検討する。 

被害 予測される住宅被害状況 予測される入居世帯 供給が必要な応急仮設住宅の類型 

震動 

新耐震基準以前(S56 年 5

月以前)に建設された住宅

に被害が集中 

高齢者世帯が中心 

・比較的小規模なタイプを供給(9坪) 

・見守りが必要な世帯については、デッ

キ有型の供給(多くなると推察) 

津波 
津波浸水区域全域にある

住宅 

平常時の世帯分布のまま 

(町丸ごとの入居もあり) 

・地域の世帯構成に対応したタイプの供

給(7.5 坪、9坪、12坪) 

・見守りが必要な世帯については、デッ

キ有型の供給 

 

  イ 住棟計画 

区分 設計方針 摘要 

住棟タイプ 

・「普通型」と「デッキ有型」の 2種類

を計画。 

・それぞれの特徴は下記のとおり。 

・全て普通型で配置するプランと、デッキ有

型を混合して配置したプランを設計。 

・被災入居者の心理を勘案し、あえて「コミ

ュニティ配慮型」等の名称は使用しない。

 

普通型 

・通常の応急仮設住宅。 

・東西方向に住棟を配置。 

・南入りとして住戸を配置。 

・南側に居室を配置するため、最も日照条件

がよい東西方向に配置。 

・南入りとし、南側に居室、北側に水周りを

配置することにより、住戸南側は当該住戸

の専用空間として生活領域を占有可能。 

・プレハブ造の場合に想定している建設戸数

と同数を確保するように計画。 

デッキ有型 

・高齢者や障害者等、見守りが必要な

世帯の入居を想定。 

・南北方向に設置した中央デッキを挟

んで、向かい合わせに住棟を配置。 

・向かい合わせの配置のため、日照条件に不

平等が生じないように南北に配置。 

・デッキ有型住戸の割合は、周辺自治会調査

の結果全体戸数の約 45%として計画。(高齢

者世帯、障害者世帯、未就学児がいる世帯

等の数を調査) 

・プレハブ造の場合に想定している建設戸数

より減少するが、その分敷地内にゆとりを

確保し、見守り効果を期待する。 

住戸間の 

スリットの設置

・2戸ごとに住戸間に幅 910mm のスリッ

トを設置。 

・通風・遮音の効果あり。 

・通路として利用可能。 
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 ウ 住戸計画 

   ①共通事項(普通型・デッキ型) 

区分 設計方針 摘要 

住戸タイプ 
・7.5 坪(約 25 ㎡)、9 坪(約 30 ㎡)、12

坪(約 40 ㎡)の 3種類を計画。 

・6坪は狭くて住民がベッドを設置すること

が困難であるため、最低 7.5 坪とした。 

・サービス付高齢者向け住宅の最低面積基準

が 25㎡であることを考慮した。 

・平均広さは 9坪となるよう戸数を計画。 

住戸平面計画 

・風除室に物置を設置。 
・当初から風除室を設置し、風除室内に物置

を設置。 

・入口側に居室・台所を配置。 

・奥側に浴室・トイレ・洗面を配置。 

・北側はプライバシー空間として整備、南側

に居室を整備して緩やかに外部と繋がる

配置とした。 

・入口側から奥側等への通風を確保。 
・奥側、妻側、スリット側、トイレに窓を設

置。 

・洗濯機スペースは浴室の近くに配置。 
・浴室の残り湯を洗濯機に利用できるよう配

慮。 

・入口側の居室の外部に縁側を設置。 

・外部と緩やかな領域形成ができるスペース

として計画。 

・屋根があるため、洗濯を干すことが可能。

・居室内は全て段差なし。 
・浴室出入口についても段差が生じないよう

に配慮。 

・玄関内部に袖壁を設置。(7.5 坪タイプ) 
・7.5 坪タイプは、玄関から室内部分が丸見

えにならないよう袖壁を配慮。 

・可能な限り建具を設置。 
・洗面入口、トイレ入口は建具を設置。 

・12坪タイプは室間に建具を設置。 

・界壁の遮音性を配慮。 
・通常のグラスウール充填に加えて、遮音シ

ートを貼り付け。 

・将来的に手摺を増設できるように、想

定箇所を下地補強。 

・トイレ、浴室入口、脱衣室、玄関等につい

て、当初設置する手摺以外にも取付できる

ように下地を補強し、表示テープを貼付。

・入居者に配布する「仮設のしおり」に展開

図で補強箇所を図示することを計画。 

・奥側の窓は、火災発生時等に避難脱出

できるように掃出窓として設置。 
・9坪、12坪タイプのみ対応。 

・小屋裏物置を設置。 ・様々に活用することが可能。 

・使用するサッシの種類は、なるべく少

なくなるように計画。 

・災害時の流通性の悪化を考慮し、使用サッ

シ数は 2・3種類となるよう計画。 

・雨どいを設置。 
・軒からの雨により、干している洗濯物等が

濡れることのないよう配慮。 

・デッキ部分に屋外灯、消火器を設置。 
・必要十分な照明を設置。 

・防火対策のために消火器を設置。 

その他 ・子育てゾーンを設置 

・子育て世帯同士のコミュニティ活性化等を

勘案し、大規模な応急仮設住宅団地に 10

戸程度を設置。 
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  ②普通型の計画 

区分 設計方針 摘要 

住棟配置 
・南北方向の隣棟との離隔距離を 4.5m

確保。 

・北側隣戸への日照の確保、隣戸への音環境

等を配慮。 

共用廊下の 

設置 

・外部に共用廊下を設置し、横方向に

段差なしで移動できるようにする。

・共用廊下の各住戸玄関前には、GLに降りる

ステップ(小段)を設置。 

・共用廊下の端にはガーターを設置。 

・将来的に屋根や手摺を設置することが可

能。 

・共用廊下の両側にスロープを設置。 

 

   ③デッキ有型の計画 

区分 設計方針 摘要 

住棟配置 

・向かい合わせの中央デッキ通路の幅

は 5.5m を確保。 

・奥側で背中合わせとなる隣棟との離

隔距離を 3.6m 確保。 

・隣戸への音環境等を配慮 

・中央デッキの両側にスロープを設置。 

中央デッキの 

設置 

・中央デッキの長さは 36m を限度とし、

36m を超える場合には、横方向にデッ

キを設置して住棟ブロックを形成。 

・デッキが長すぎるとコミュニティ形成にデ

メリット発生。 

・集会所と住棟間をデッキで連結。 
・デッキを通じて段差なしで集会所にアクセ

スできる配置とし、集会所の利用を促進。 

・中央デッキには梁をかけておき、将

来的にヨシズやパーゴラ等を掛ける

ことができるように配慮。 

・岩手県ではポリカーボネード製屋根を設置

したが、静岡県では 1年を通じて日照率が高

いことを勘案して屋根なしとした。 

 

  エ その他の計画 

区分 設計方針 摘要 

集
会
所 

配置計画 

・入居戸数や入居世帯の状況に応じて、

集会所の設置数、規模等を分けて設

置。 

・入居戸数 50 戸につき集会所 1ヶを設

置。 

・大規模な敷地の団地については、複

数の集会所を設置。 

・デッキ有型の団地には、サポートセ

ンターとしても利用可能な集会所

(大)を設置。 

・集会所(大)：約 300 ㎡ 

 ※岩手県ではサポートセンターを集会所

として建設 

・集会所(小)：約 120 ㎡ 

・なるべく住戸の側に配置し、集会所

の窓を住戸側に向け、中で何をやっ

ているか住戸側から見えるよう配

置。 

・特別な施設ではなく身近な施設となるよう

に配慮。 

・集会所内部からの敷地内の見守りも期待。

・集会所内の集会室に面して外部にデ

ッキを設置。 

・イベント時等に外部デッキと内部空間とで

一体的に使用できるように計画。 

平面計画 
・外から内部の様子が分かるような窓

を配置。 

・中で何をやっているのか外から見えること

により、住民を集会所に呼び込む効果を期

待。 

・同時に集会所の中から外部を監視する効果

もあり。 
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・市町村から委託を受けたスタッフが

常駐することが想定されるため、ス

タッフルームを配置する。 

・スタッフ専用の出入口を設置。 

・周辺に医療施設がない場合を想定し

て、集会所(大)は診療所を設置した

プランも設計。 

・診療所がある場合、感染を考慮し通常入口

と区画。 

駐車場 

・戸数分の駐車場を配置。 
・岩手県の応急仮設住宅では、各戸平均 1 台

の自動車を利用。 

・住棟との距離が 20m 以内となるよう

配置。かつ、住棟と近接しないよう

に配慮。 

・大規模な敷地の場合は分割配置し、移動距

離が小さくなるよう配慮。 

住棟間通路 

・南北方向の通路への不法駐車の防止

のため、通路を蛇行させてボンエル

フとして計画。 

・緊急車両は通行できる幅員、スペースを確

保。 

・蛇行部分は花壇スペースやプランター置場

として活用可能。 

・東西方向の通路は、適度にずらして

計画。 

・全て見通せなくても適度に見通せれば可。

・アイストップや街並み形成の効果あり。 

外構 

・共同花壇・菜園等のスペースを計画。

・共同花壇等は入居者の癒し効果あり。 

・通路のボンエルフの部分も活用して計画。

・屋外水栓を設置。 

・将来的に「みんなの家」や児童遊園

等を増設できるように予備スペース

を計画。 

・各種団体等からの施設や遊具等の寄贈が見

込まれる。 

・住戸が密集する部分については、あ

えて 1 戸分のスペースを空けて「ポ

ケット広場」とし、ベンチや花壇、

自動販売機等を設置。 

・住民の溜まり場となるスペースを計画。 

・敷地入口や集会所付近に掲示板を設

置。 
 

・入居者のゴミ出しと、ゴミ清掃車の

ゴミ収集の利便性を考慮して、ゴミ

置場を設置。 

・なるべく団地入口の場所で、集会所に近く、

かつ住戸から遠すぎない場所に設置する。

・集会所や駐車場の近くにあると、入居者の

ゴミ出し動線が交錯し、コミュニティが活

性化しやすい。 

その他 

・「入居選定のマニュアル」を今後作成

する。 

・グループ入居や自治会の設立等の内容を含

める。 

・「仮設のしおり」を今後作成する。 
・応急仮設住宅の取扱説明書、近隣との良好

な関係形成の必要性等の内容を含める。 

 

２．木造応急仮設住宅を恒久住宅等として活用することの検討 

  応急仮設住宅の供与期間終了後に、恒久住宅等として活用することを前提に建設することを検討

する。 

区分 内容 

各種法令等への適合 建築基準法等の各種法令への適合 

間取りの変更 2 戸 1改修、3戸 1改修等による間取り変更 
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中
部
地
方
整
備
局 

中部ブロック災害時住宅支援に
係る連絡調整会議 
【平成 23年度】 
第１回 
・岩手県担当課長講演 
【平成 24年度】 
第１回 
・東京大学小泉准教授講演 
・宮古市担当室長講演 
第２回 
・神戸市担当課長講演 
・新潟県担当課長講演 

中部地方整備局建政部
住宅整備課 

 
 
平成 24 年
1 月 27 日 
 
平成 24 年
5 月 29 日 
 
 
平成 25 年
2 月 7日 
 

http://www.cbr.mlit.go.jp/
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aishienjutaku.htm 

中部地方整備局建政部住宅整備
課ＨＰ 
「東日本大震災への対応状況
（関連リンク集）」 

中部地方整備局建政部
住宅整備課 

― 
http://www.cbr.mlit.go.jp/
kensei/jutaku_seibika/higa
shinihon.htm 

国
土
交
通
省 

応急仮設必携中間とりまとめ 
国土交通省住宅局住宅
生産課 

平成 24 年 
5 月 

http://www.mlit.go.jp/comm
on/000211741.pdf 

応急仮設住宅の検証のための都
道府県ワーキンググループ（第
1 回） 

国土交通省住宅局住宅
生産課 

平成 23 年 
11 月 25 日

http://www.mlit.go.jp/repo
rt/press/house04_hh_000308
.html 

東日本大震災における応急仮設
住宅の建設に関する報告会 

国土交通省住宅局住宅
生産課 

平成 23 年
10 月 17 日

http://www.mlit.go.jp/repo
rt/press/house04_hh_000294
.html 

災害時における民間賃貸住宅の
活用について【被災者に円滑に
応急借上げ住宅を提供するため
の手引き】 

国土交通省住宅局住宅
総合整備課 
国土交通省土地・建設
産業局不動産業課 
厚生労働省社会・援護
局総務課災害救助・救
援対策室 

平成 24 年
12 月 4 日 

http://www.mlit.go.jp/juta
kukentiku/house/jutakukent
iku_house_tk3_000013.html 

東日本大震災への対応状況（住
宅・建築関連） 

国土交通省ホームペー
ジ 

― 
http://www.mlit.go.jp/juta
kukentiku/jutakukentiku_ho
use_fr_000035.html 

厚
生
労
働
省 

応急仮設住宅の設置に関するガ
イドライン 

厚生労働省・日本赤十
字社  

平成 20 年
6 月 

http://www.jrc.or.jp/vcms_
lf/oukyuu_guideline.pdf 

災害救助事務取扱要領 
厚生労働省社会・援護
局 総務課災害救助・ 
救援対策室 

平成 24 年
5 月 

― 

応急仮設住宅の居住環境等に関
するプロジェクトチーム（検討
資料） 

厚生労働省社会・援護
局総務課 

平成 23 年
8 月～ 
平成 24 年
3 月 

http://www.mhlw.go.jp/stf/
shingi/2r9852000000almx.ht
ml#shingi47 



別－141 
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厚生労働省から発出した通知等
（分野別）（東日本大震災に関
連した通知） 

厚生労働省災害対策本
部事務局 

― 
http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/2r985200000178dn.ht
ml 

厚生労働省ＨＰ（東日本大震災
関連情報/災害救助） 

厚生労働省 ― 
http://www.mhlw.go.jp/shin
sai_jouhou/saigaikyuujo.ht
ml 

経
済 

産
業
省 

仮設施設整備事業ガイドブック
経済産業省中小企業庁
中小基盤整備機構 

平成 23 年
5 月 

http://www.smrj.go.jp/kiko
u/earthquake2011/smrj/H23m
ay/059588.html 

内
閣
府 

阪神・淡路大震災教訓情報資料
集 

内閣府政策統括官（防
災担当）付参事官（災
害復旧・復興担当） 

平成 12 年 
3 月 

http://www.bousai.go.jp/1i
nfo/kyoukun/hanshin_awaji/
about/index.html 

復興対策マニュアル 内閣府（防災担当） 
平成 22 年 
3 月 

http://www.bousai.go.jp/fu
kkou/pdf/fukkou110208_manu
al.pdf 

内閣府ＨＰ 
被災者に対する支援制度等につ
いて 

内閣府政策統括官（防
災担当） 

― 

http://www.bousai.go.jp/sh
ien.html 
 
http://www.bousai.go.jp/4f
ukkyu_fukkou/seido.html 

岩
手
県 

東日本大震災津波対応の活動記
録～岩手県における被災者の住
宅確保等のための 5か月間の取
組み～ 

岩手県県土整備部建築
住宅課 

平成 23 年
12 月 1 日 
内容更新 

http://www.pref.iwate.jp/v
iew.rbz?nd=844&of=1&ik=3&p
np=17&pnp=66&pnp=786&pnp=8
44&cd=35162 

宮
城
県 

東日本大震災 1 年の記録～み
やぎの住宅・社会資本再生・復
興の歩み～ 

宮城県土木部 
平成 24 年
3 月 

http://www.pref.miyagi.jp/
jigyokanri/daisinsaikiroku
si/indexjisinkirokusi.htm 

応急仮設住宅建設に関する報告 宮城県土木部住宅課 
平成 25 年
1 月 7日 

http://www.pref.miyagi.jp/
site/ej-earthquake/kasetu.
html 

福
島
県 

平成 23 年度 福島県応急仮設
住宅等の生活環境改善の研究会
成果報告書 

福島県応急仮設住宅等
の生活環境のための研
究会 

平成 24 年
3 月 

― 

兵
庫
県 

阪神・淡路大震災に係る応急仮
設住宅の記録 

兵庫県阪神・淡路大震
災復興本部総括部住ま
い復興局住まい復興推
進課 

平成 12 年
3 月 

http://web.pref.hyogo.jp/w
d33/documents/000037459.pd
f 

神
戸
市 

阪神・淡路大震災 神戸の生活
再建・5 年の記録 

神戸市生活再建本部 
平成 12 年 
3 月 

http://www.city.kobe.lg.jp
/safety/hanshinawaji/data/
saikai/sa-index.html 

阪神・淡路大震災応急仮設住宅
管理の記録 

神戸市住宅供給公社応
急仮設住宅管理部 

平成 12 年 
3 月 

― 
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関
係
団
体
等 

平成 24 年度応急仮設住宅建設
関連資料集 

社団法人プレハブ建築
協会 

平成 24 年
9 月 

― 

平成 23 年東日本大震災 
応急仮設住宅建設記録 

社団法人プレハブ建築
協会 規格建築部会 
東日本大震災応急仮設
住宅建設本部 

平成 24 年
5 月 

― 

平成 23 年東日本大震災 
応急住宅建設記録 

社団法人プレハブ建築
協会 住宅部会 応急
仮設住宅建設本部 

平成 24 年
5 月 

― 

応急仮設木造住宅建設等を目的
とした災害協定の締結に向けて

一般社団法人全国木造
建設事業協会 

平成 24 年 
6 月 

http://www.zenkensoren.org
/zenken/04_book/book.html 

「木を生かした応急仮設住宅等
事例集」（平成 23 年度国土交通
省補助事業） 

一般社団法人木を活か
す建築推進協議会 

平成 24 年 
3 月 

http://www.kiwoikasu.or.jp
/technology/s01.php?no=59 

そ
の
他 

災害救助の運用と実務～平成
23 年度版～ 

編著：災害救助実務研
究会 
発行：第一法規 

平成 23 年
8 月 

― 

住宅 VOL.61，2012 
特集／仮設住宅～東日本大震災
における住生活支援～ 

（社）日本住宅協会 
平成 24 年
3 月 

― 

コミュニティケア型仮設住宅 

東京大学 高齢社会総
合研究機構／工学系研
究科建築学専攻建築計
画研究室 

― 
http://www.iog.u-tokyo.ac.
jp/shinsai/data/community_
care.pdf 

 

 


